
議案第７号 

 

札幌市体育施設条例の一部を改正する条例案 

平成２９年（２０１７年）５月３０日提出 

 

札幌市長 秋 元 克 広 

  

札幌市体育施設条例の一部を改正する条例 

札幌市体育施設条例（昭和４１年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表１札幌市中央体育館の項中「札幌市中央区大通東５丁目」を「札幌市

中央区北４条東６丁目」に改め、同表札幌市月寒屋外競技場の項の次に次の

ように加える。 

札幌市平岸庭球場 札幌市豊平区平岸５条１９丁目 

  別表２中 

 「   

札 幌 市 白 旗

山競技場 

サ ッ カ

ー場 

６ 月 １ 日

か ら ９ 月

３ ０ 日 ま

で 

午前８時３０分から

午後９時まで 

 

  」 

 を 

 「 

札幌市平岸庭球場 

 

４ 月 ２ ９

日 か ら １

０ 月 ３ １

日まで 

  ４月２９日から

８月３１日まで 

 午前９時から午後

７時まで（土曜日、

日曜日又は国民の

祝日に関する法律

 



  （昭和２３年法律

第１７８号）に規

定する休日（以下

「土曜日等」とい

う。）は、午前６時

か ら 午 後 ７ 時 ま

で） 

  ９月１日から同

月３０日まで 午

前９時から午後６

時まで（土曜日等

は、午前６時から

午後６時まで） 

  １０月１日から

同月３１日まで 

 午前９時から午後

５時まで（土曜日

等は、午前６時か

ら午後５時まで）

 

札 幌 市 白 旗

山競技場 

サ ッ カ

ー場 

６ 月 １ 日

か ら ９ 月

３ ０ 日 ま

で 

午前８時３０分から

午後９時まで 

 

」 

 に改める。 

  別表３ １ 各体育館、中島体育センター、星置スケート場、各プール、

宮の沢屋内競技場及び札幌市カーリング場   札幌市中央体育館、札幌市

各区体育館、札幌市美香保体育館又は札幌市中島体育センター（札幌市美香

保体育館にあつては、競技室の使用期間に限る。）を使用する場合の表中 

  



 「 

専 用

使用 

競 技

室 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に 使 用

す る 場

合 

午 前 ９ 時 か ら

正午まで 

１１，２００

円 

最高入場料の

４０人分。ただ

し、その額が２

２，４００円に

満たないとき

は、２２，４０

０円とする。 

」 

 を 

 「 

専 用

使用 

ア リ

ーナ 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に 使 用

す る 場

合 

午 前 ９ 時 か ら

正午まで 

１６，８００

円 

最高入場料の

６０人分。ただ

し、その額が３

３，６００円に

満たないとき

は、３３，６０

０円とする。 

  午 後 １ 時 か ら

午後５時まで 

２５，１００

円 

最高入場料の

７０人分。ただ

し、その額が５

０，２００円に

満たないとき

は、５０，２０

０円とする。 

   午 後 ６ 時 か ら

午後９時まで 

３３，５００

円 

最高入場料の

１００人分。た

だし、その額が

６７，０００円



     に満たないと

きは、６７，０

００円とする。

   午 前 ９ 時 か ら

午後５時まで 

４１，９００

円 

最高入場料の

１３０人分。た

だし、その額が

８３，８００円

に満たないと

きは、８３，８

００円とする。

   午 後 １ 時 か ら

午後９時まで 

５８，６００

円 

最高入場料の

１８０人分。た

だし、その額が

１１７，２００

円に満たない

ときは、１１

７，２００円と

する。 

  午 前 ９ 時 か ら

午後９時まで 

７５，４００

円 

最高入場料の

２４０人分。た

だし、その額が

１５０，８００

円に満たない

ときは、１５

０，８００円と

する。 

  そ の 他

の 催 物 

午 前 ９ 時 か ら

正午まで 

３３，６００

円 

最高入場料の

６０人分。ただ



  に 使 用

す る 場

合 

  し、その額が６

７，２００円に

満たないとき

は、６７，２０

０円とする。 

   午 後 １ 時 か ら

午後５時まで 

５０，２００

円 

最高入場料の

７０人分。ただ

し、その額が１

００，４００円

に満たないと

きは、１００，

４００円とす

る。 

     

   午 後 ６ 時 か ら

午後９時まで 

６７，０００

円 

最高入場料の

１００人分。た

だし、その額が

１３４，０００

円に満たない

ときは、１３

４，０００円と

する。 

  午 前 ９ 時 か ら

午後５時まで 

８３，８００

円 

最高入場料の

１３０人分。た

だし、その額が

１６７，６００

円に満たない

ときは、１６

７，６００円と

する。 



   午 後 １ 時 か ら

午後９時まで 

１１７，２０

０円 

最高入場料の

１８０人分。た

だし、その額が

２３４，４００

円に満たない

ときは、２３

４，４００円と

する。 

   午 前 ９ 時 か ら

午後９時まで 

１５０，８０

０円 

最高入場料の

２４０人分。た

だし、その額が

３０１，６００

円に満たない

ときは、３０

１，６００円と

する。 

     

 競 技

室 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に 使 用

す る 場

合 

午 前 ９ 時 か ら

正午まで 

１１，２００

円 

最高入場料の

４０人分。ただ

し、その額が２

２，４００円に

満たないとき

は、２２，４０

０円とする。 

」 

 に、「、弓道室」を「、相撲室、弓道室、アーチェリー室」に、「相撲・重量

挙室」を「重量挙室」に、 

 

 

 



 「 

   講堂 １室１時間に

つき 

１，３５０円

」 

 を 

 「   

   講堂 １室１時間に

つき 

１，３５０円

 小会議室 １室１時間に

つき 

３３０円

 選手控室 １室１時間に

つき 

４５０円

 大会役員室 １室１時間に

つき 

３９０円

 審判控室 １室１時間に

つき 

２６０円

」 

 に改め、同表備考２中「土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「土曜日等」という。）」を「土

曜日等」に改め、同表備考３中「競技室を分割」を「アリーナ又は競技室を

分割」に、「札幌市美香保体育館の競技室の」を「アリーナ又は札幌市美香保

体育館の競技室の」に改め、同表備考４中「及び講堂」を「、講堂、小会議

室、選手控室、大会役員室及び審判控室」に改め、同表備考７中「暖房」を

「冷暖房」に改める。 

  別表３ ５ 札幌市藤野野外スポーツ交流施設の表を別表３ ６ 札幌市

藤野野外スポーツ交流施設の表とし、別表３ ４ 札幌市白旗山競技場の表

を別表３ ５ 札幌市白旗山競技場の表とし、別表３ ３ 札幌市月寒屋外

競技場の表の次に次の１表を加える。 



  ４ 札幌市平岸庭球場 

区分 

使用料 

単位 

金額 

入場料の類を徴収

しない場合 

入場 料の 類を 徴

収する場合 

庭 球

場 

一般 １ 面 １ 時 間

につき 

１，５００円 ３，０００円

高 校 生

以下 

１ 面 １ 時 間

につき 

７５０円

  備考 

１ 使用する者の区分が２にまたがるときは、そのいずれか高い額によ

る。 

２ 供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場

合は、当該超過又は繰上時間１時間までごとにつき、１時間当たりの

使用料を２割増した額を加算する。 

３ 使用料の額に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 

４ 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 

５ 附属施設を使用する場合のシャワー等に係る経費は、市長が定める

ところにより、その実費相当額を徴収する。 

６ 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どお

り使用したものとみなす。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第３項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の札幌市中央体育館及び札幌市平岸庭球場（以下

これらを「新施設」という。）に係る使用承認等の手続、使用料又は利用料金



の支払手続その他新施設を供用するために必要な準備行為は、同日前におい

ても行うことができる。 

３ 新施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の札幌市体育

施設条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

 （経過措置） 

４ 改正後の別表３ １ 各体育館、中島体育センター、星置スケート場、各

プール、宮の沢屋内競技場及び札幌市カーリング場   札幌市中央体育館、

札幌市各区体育館、札幌市美香保体育館又は札幌市中島体育センター（札幌

市美香保体育館にあつては、競技室の使用期間に限る。）を使用する場合の表

の規定は、この条例（同表の改正規定に限る。）の施行の日以後の使用に係る

使用料から適用する。 

 

（理 由） 

移転後の中央体育館の位置及び使用料の額を定めるほか、平岸庭球場を設置

し、その使用期間、供用時間、休場日及び使用料の額を定めるため、本案を提

出する。 


